
は
じ
め
に

　
戦
国
期
に
お
け
る
京
都
周
辺
の
戦
乱
は
、
足
利
将
軍
家
や
細
川
京
兆
家
の
当
主
に
主
軸
を

置
い
て
論
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
勝
者
と
敗
者
が
次
々
と
入
れ
替
わ
る
混

沌
と
し
た
争
い
が
続
い
た
と
い
う
理
解
に
留
ま
っ
て
お
り
、
長
期
化
し
た
要
因
は
不
鮮
明
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
抗
争
を
下
支
え
す
る
京
郊
の
土
豪
な
ど
の
諸
階
層
に
も
目
配
せ

し
な
が
ら
、
対
立
関
係
を
構
造
的
に
捉
え
る
よ
う
心
掛
け
て
き
た（
１
）。

　
土
豪
関
係
の
史
料
は
ま
と
ま
っ
て
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
史
料
を
博
捜
し
な

が
ら
そ
の
検
証
は
現
在
も
続
け
て
い
る
。
そ
の
一
環
で
、
伏
見
の
津
田
家
を
対
象
と
し
て
系

譜
を
復
元
的
に
考
察
し
た
際
に
、
同
家
出
身
で
永
観
堂
禅
林
寺
（
京
都
市
左
京
区
）
住
持
と

な
っ
た
智
空
甫
叔
に
つ
い
て
触
れ
た
こ
と
が
あ
る（
２
）。

そ
れ
と
は
別
の
機
会
に
、
鳥
羽
の
中
井

家
に
つ
い
て
論
じ
る
な
か
で
、
名
古
屋
市
博
物
館
が
所
蔵
す
る
佐
藤
峻
吉
氏
旧
蔵
文
書
を
新

た
に
紹
介
し
た
こ
と
も
あ
っ
た（
３
）。

そ
の
調
査
の
過
程
で
、
佐
藤
峻
吉
氏
旧
蔵
文
書
の
な
か
に

「
甫
叔
上
人
祠
堂
之
書
物
」
と
題
し
た
禅
林
寺
旧
蔵
文
書
を
偶
然
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き

た（
４
）。

こ
れ
も
何
か
の
縁
な
の
で
、
本
稿
で
は
当
該
史
料
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
な
お
、「
甫
叔
上
人
祠
堂
之
書
物
」
は
必
ず
し
も
新
出
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
佐
藤
峻

吉
氏
が
所
蔵
し
て
い
た
段
階
の
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
に
、
川
勝
政
太
郎
氏
が
そ
の
一

部
を
紹
介
し
て
い
る（
５
）。
そ
れ
以
後
、
昭
和
五
三
年
に
は
禅
林
寺
文
書
の
目
録
が
作
成
さ
れ
、

京
都
永
観
堂
禅
林
寺
文
書
補
遺

　
　
―
「
甫
叔
上
人
祠
堂
之
書
物
」
の
紹
介
―

馬
　
部
　
隆
　
弘

平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
に
は
翻
刻
も
な
さ
れ
た
が
、
対
象
は
禅
林
寺
所
蔵
分
に
留
ま
っ
て

い
る（
６
）。

平
成
八
年
に
は
禅
林
寺
を
主
題
と
し
た
展
示
が
な
さ
れ
、
平
成
三
〇
年
に
は
五
十
嵐

隆
明
氏
が
禅
林
寺
の
歴
史
を
総
括
的
に
論
じ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
「
甫
叔
上
人

祠
堂
之
書
物
」
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い（
７
）。

そ
の
た
め
、
改
め
て
紹
介
す
る
価
値
は
あ
る
か
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
甫
叔
上
人
祠
堂
之
書
物
」と
禅
林
寺
文
書
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
、

新
た
な
解
釈
が
生
ま
れ
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

一

　「
甫
叔
上
人
祠
堂
之
書
物
」
の
構
成

　
「
甫
叔
上
人
祠
堂
之
書
物
」
は
、
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
一
三

点
の
禅
林
寺
旧
蔵
文
書
を
貼
り
継
い
で
巻
子
装
に
し
た
も
の
で
あ
る（
８
）。

そ
の
う
ち
、
川
勝
氏

が
触
れ
る
の
は
四
点
の
み
で
、
翻
刻
に
も
若
干
の
誤
り
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

全
文
翻
刻
を
末
尾
に
付
し
た
。
こ
こ
か
ら
引
用
す
る
際
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
付
し
た
番
号
を
用

い
る
こ
と
と
す
る
。

　
浄
土
宗
西
山
派
の
本
山
に
あ
た
る
禅
林
寺
を
中
興
し
た
甫
叔
は
、永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）

に
住
持
と
な
り
、
天
正
一
四
年
（
一
五
八
六
）
六
月
二
日
に
五
八
歳
で
示
寂
す
る（
９
）。

そ
の
没

直
前
に
、
次
の
よ
う
な
法
度
を
定
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

【
史
料
１
）
（1
（

】
一
禅
林
寺
者
都
之
為
学
碩
之
条
、
西
谷
一
流
可
為
上
座
事
、
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一
何
時
茂
隠
居
之
長
老
可
為
下
座
也
、

一
光
明
寺
之
事
者
、
然（
法
然
）上
人
遺
跡
之
儀
仁
候
之
間
、
両
寺
可
為
出
世
次
第
事
、

　
天
正
拾
四
年
五
月
廿
二
日
　
　
　
　
　
　
　
甫

禅
林
寺
方
丈
叔
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗

光
明
寺

舜
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正

仏
陀
寺

因
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
利

善
長
寺

春
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
等

融
雲
寺

以
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寿

阿
弥
陀
寺
仙
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舜

十
念
寺

皷
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恵

常
楽
寺

休
（
花
押
）

　
「
学
碩
」
で
あ
る
禅
林
寺
と
「
然（
法
然
）上
人
遺
跡
」
で
あ
る
光
明
寺
（
京
都
府
長
岡
京
市
）
の

二
本
山
を
柱
と
し
た
体
制
で
、
西
山
派
の
安
泰
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
甫

叔
が
、
自
ら
の
没
し
た
後
を
案
じ
て
い
た
様
子
は
、「
甫
叔
上
人
祠
堂
之
書
物
」
か
ら
も
窺

う
こ
と
が
で
き
る
。【
１
】
～
【
９
】
が
、【
史
料
１
】
と
前
後
す
る
五
月
二
〇
日
付
と
五
月

二
三
日
付
の
甫
叔
か
ら
禅
林
寺
へ
の
寄
進
状
と
、
寄
進
物
所
有
の
根
拠
と
な
る
手
継
証
文
で

構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
対
応
関
係
を
整
理
す
る
と
、【
表
】
の
よ
う
に
な
る
。

　
端
裏
書
を
み
る
と
、甫
叔
の
寄
進
状
で
あ
る
【
３
】
～
【
６
】
に
対
し
て
、も
と
も
と
「
一
」

か
ら
「
四
」
の
番
号
を
与
え
て
い
た
が
、
の
ち
に
朱
書
に
て
番
号
が
振
り
直
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
巻
子
装
に
さ
れ
た
際
に
は
、
こ
の
朱
書
の
番
号
に
従
っ
て
並
べ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
整
理
が
、
い
つ
頃
に
な
さ
れ
た
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
宝
暦
二
年 

（
一
七
五
二
）
の
序
文
を
有
す
る
「
禅
林
寺
正
選
歴
代
記
」
の
甫
叔
の
項
に
、「
天
正
十
四
年
ノ 

夏
命
終
之
前
買
テ
為
二
領
ト一
始
終
之
功
今
残
セ二
リ
旧
記
ヲ一
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
）
（（
（

、
少
な
く
と

も
こ
の
と
き
ま
で
は
一
連
の
文
書
は
禅
林
寺
に
残
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
残
る
【
10
】
～
【
13
】
が
、
甫
叔
没
後
に
追
加
さ
れ
た
禅
林
寺
文
書
と
な
る
。
こ
れ
ら
が
、

禅
林
寺
文
書
の
な
か
か
ら
ど
の
よ
う
な
基
準
で
選
ば
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
一
貫
性

が
あ
ま
り
な
い
こ
と
か
ら
、【
１
】
～
【
９
】
に
付
随
し
て
流
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
土
地
の
寄
進
状
で
あ
る
【
10
】
や
借
地
証
文

の
【
13
】
な
ど
、
い
ず
れ
も
禅
林
寺
の
財
産
に
関
係
す
る

と
い
う
大
枠
で
は
一
致
し
て
い
る
の
で
、
か
か
る
文
書
群

の
な
か
か
ら
抜
き
出
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ

る
。
そ
の
ほ
か
【
12
】
か
ら
は
、大
工
頭
の
中
井
正
清
が
、

禅
林
寺
の
本
尊
で
あ
る
み
か
え
り
阿
弥
陀
像
（
国
指
定
重

要
文
化
財
）
の
常
灯
料
を
寄
進
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

ま
た
【
11
】
か
ら
は
、
か
く
し
て
蓄
積
さ
れ
た
常
灯
料
を

財
源
と
し
て
、
金
融
活
動
を
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。

　
こ
の
よ
う
に
い
ず
れ
も
興
味
深
い
内
容
だ
が
、
以
下
で

は
江
戸
時
代
以
前
の
【
１
】
～
【
９
】
に
対
象
を
絞
り
、

表
に
示
し
た
四
つ
の
寄
進
状
の
順
に
検
討
す
る
こ
と
と
し

た
い
。

二

　常
住
寄
進
分

　
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
）
の
山
城
国
検
地
の
結
果
、
禅
林
寺
は
愛
宕
郡
浄
土
寺
村
の
う

ち
で
四
三
石
の
朱
印
地
が
認
め
ら
れ
た
）
（1
（

。

【
史
料
２
）
（1
（

】
山
城
国
浄
土
寺
内
四
拾
参
石
事
、
令
寄
附
之
訖
、
全
可
有
寺
納
候
也
、

　
　
　
十
天
正
十
三一

月
廿
一
日
　
（
朱
（
豊
臣
秀
吉
）

印
）

　
　
　
永
観
堂

　
こ
の
直
後
に
前
田
玄
以
は
、
一
柳
直
次
に
対
し
て
検
地
帳
と
土
地
を
引
き
渡
す
よ
う
命
じ

て
い
る
）
（1
（

。
実
際
に
、
そ
の
と
き
の
検
地
帳
も
残
さ
れ
て
い
る
）
（1
（

。
以
後
、
浄
土
寺
村
に
お
け
る

こ
の
朱
印
高
は
、
江
戸
時
代
に
も
引
き
継
が
れ
た
）
（1
（

。【
３
】
は
、「
四
十
参
石
　
御
　
朱
印
之

内
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
浄
土
寺
村
の
知
行
分
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。

【表】「甫叔上人祠堂之書物」前半の構成

甫叔の寄進状（端裏書） 甫叔が得た手継証文

【３】常住寄進分

【４】石風呂

【５】恵雲院分

【６】常住寄進衣類等

―

【７】【８】【９】

【１】【２】

―
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～
【
９
】
の
三
点
残
っ
て
い
る
。
石
風
呂
に
関
心
を
寄
せ
る
川
勝
氏
は
、「
甫
叔
上
人
祠
堂

之
書
物
」
の
う
ち
こ
れ
ら
四
点
の
み
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
同
じ
く
甫
叔
が
所
有
す
る
石
風

呂
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
氏
も
次
に
掲
げ
る
禅
林
寺
文
書
を
引
用
し
て
触
れ
て
い
る
。

【
史
料
３
）
（1
（

】
四
条
之
坊
門
祖
母
柳
之
町
石
風
呂
事
、
自
俵
屋
当
寺
祠
堂
江
買
得
之
由
聞
届
候
間
、
如

前
々
無
相
違
可
有
寺
務
之
状
如
件
、

　
　
天
正
十
一

　
　
　
　
十
二
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
玄（
前
田
）以

（
花
押
）

　
　
　
永
観
堂

　
　
　
　
　
　
納
所

　
五
十
嵐
氏
は
、【
史
料
３
】
に
基
づ
い
て
、
天
正
一
一
年
（
一
五
八
三
）
に
甫
叔
が
石
風

呂
を
購
入
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
本
能
寺
の
変
の
翌
年
と
い
う
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

様
々
な
政
治
的
背
景
を
推
測
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
導
か
れ
つ
つ
、
石
風
呂
関

係
の
史
料
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

　
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
の
【
７
】
か
ら
は
、
真
性
院
が
中
川
清
定
と
次
郎
兵
衛
の
両
名

に
石
風
呂
屋
敷
を
売
却
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
真
性
院
の
実
態
は
不
詳
だ
が
、
売
り
主
が

「
堂
頭
」を
称
し
て
い
る
の
で
禅
宗
の
寺
院
で
あ
る
。
石
風
呂
屋
敷
の
所
在
は「
祖
母
柳
之
町
」

（
現
在
の
京
都
市
中
京
区
姥
柳
町
）
で
、
こ
こ
を
東
西
に
貫
く
四
条
坊
門
小
路
（
現
在
の
蛸

薬
師
通
）
の
南
側
に
あ
っ
た
。
こ
の
土
地
の
本
所
は
北
野
社
で
、
毎
月
の
地
子
銭
と
巷
所
分

を
合
わ
せ
て
五
五
文
を
北
野
社
の
院
家
で
あ
る
松
梅
院
に
納
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
ま

た
、
祇
園
会
の
地
ノ
口
と
し
て
八
〇
文
の
負
担
も
あ
っ
た
。

　
翌
永
禄
九
年
の
【
８
】
に
よ
る
と
、「
よ
り
康
」
は
「
取
半
分
」
を
「
買
得
」
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
よ
り
康
」
と
は
、
発
給
者
で
あ
る
次
郎
兵
衛
の
諱
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
永
禄
八
年
に
次
郎
兵
衛
は
石
風
呂
屋
敷
の
半
分
を
入
手
し
た
が
、
翌
年
に
は
中
川
清

定
に
売
却
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
石
風
呂
屋
敷
は
中
川
清
定
が
一
括
で
所
有
す
る
こ

と
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
検
地
帳
の
小
字
と
【
３
】
に
み
え
る
地
名
は
一
切
合
致
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、【
３
】
に
み
え
る
地
名
は
黒
谷
や
若
王
子
な
ど
、浄
土
寺
村
外
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

し
か
も
、
甫
叔
が
禅
林
寺
に
朱
印
地
を
寄
進
す
る
と
い
う
の
も
不
可
解
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

寄
進
す
る
の
は
朱
印
地
全
体
の
四
三
石
で
は
な
く
、
末
尾
に
あ
る
よ
う
に
そ
の
う
ち
二
四
石

八
斗
八
升
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
矛
盾
を
解
消
し
な
け
れ
ば
、【
３
】
の
内
容
を
正
し

く
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
い
え
よ
う
。

　
【
３
】
の
前
半
部
分
を
合
計
し
た
「
常
住
替
ノ
地
分
」
の
一
五
石
七
斗
六
升
と
「
黒
谷
へ
出
、

風
呂
田
弐
段
分
」
の
二
石
三
斗
六
升
、
そ
し
て
「
常
住
寄
進
」
の
二
四
石
八
斗
八
升
を
合
計

す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
朱
印
高
の
四
三
石
に
な
る
。「
朱
印
之
内
」
か
ら
「
常
住
寄
進
」
さ
れ

る
分
は
、
浄
土
寺
村
の
土
地
に
相
違
あ
る
ま
い
。
そ
れ
以
外
の
分
は
、
浄
土
寺
村
の
土
地
の

「
替
ノ
地
」
な
の
で
村
外
の
地
名
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
【
３
】
に
「
常
住
替
ノ
地
」
と
い
う
私
的
な
側
面
と
、
朱
印
高
と
い
う
公
的
な
側
面
が
交

錯
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
次
の
よ
う
な
経
過
が
想
定
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
前
年

の
検
地
に
お
け
る
指
出
に
て
、
甫
叔
個
人
が
所
有
す
る
土
地
を
禅
林
寺
の
土
地
と
称
し
て
報

告
し
、
朱
印
高
と
し
て
認
め
て
も
ら
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
表
向
き
は
禅
林
寺
の
公
的

な
土
地
だ
が
、
実
質
は
甫
叔
個
人
の
土
地
で
あ
っ
た
た
め
、
検
地
で
確
定
し
た
土
地
の
う
ち

一
五
石
分
余
を
日
牌
や
月
牌
な
ど
の
供
養
料
な
ど
も
交
え
な
が
ら
個
人
の
財
産
と
交
換
し
た

う
え
で
、
禅
林
寺
に
寄
進
す
る
形
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
浄
土
寺
村
の
う
ち

禅
林
寺
に
寄
進
し
た
分
を
差
し
引
い
た
土
地
か
ら
の
年
貢
は
、
甫
叔
の
個
人
的
な
財
産
と
し

て
他
の
誰
か
が
相
続
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
【
３
】
は
、
表
立
っ
て
は
さ
も
整
然
と
し
た
姿
を
み
せ
る
太
閤
検
地
の
裏
側

で
、
寺
院
が
複
雑
な
対
応
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

三

　石
風
呂

　
常
住
寄
進
分
と
異
な
り
、
石
風
呂
寄
進
状
の
【
４
】
に
は
、
対
応
す
る
手
継
証
文
が
【
７
】
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～
【
９
】
の
三
点
残
っ
て
い
る
。
石
風
呂
に
関
心
を
寄
せ
る
川
勝
氏
は
、「
甫
叔
上
人
祠
堂

之
書
物
」
の
う
ち
こ
れ
ら
四
点
の
み
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
同
じ
く
甫
叔
が
所
有
す
る
石
風

呂
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
氏
も
次
に
掲
げ
る
禅
林
寺
文
書
を
引
用
し
て
触
れ
て
い
る
。

【
史
料
３
）
（1
（

】
四
条
之
坊
門
祖
母
柳
之
町
石
風
呂
事
、
自
俵
屋
当
寺
祠
堂
江
買
得
之
由
聞
届
候
間
、
如

前
々
無
相
違
可
有
寺
務
之
状
如
件
、

　
　
天
正
十
一

　
　
　
　
十
二
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
玄（
前
田
）以

（
花
押
）

　
　
　
永
観
堂

　
　
　
　
　
　
納
所

　
五
十
嵐
氏
は
、【
史
料
３
】
に
基
づ
い
て
、
天
正
一
一
年
（
一
五
八
三
）
に
甫
叔
が
石
風

呂
を
購
入
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
本
能
寺
の
変
の
翌
年
と
い
う
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

様
々
な
政
治
的
背
景
を
推
測
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
導
か
れ
つ
つ
、
石
風
呂
関

係
の
史
料
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

　
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
の
【
７
】
か
ら
は
、
真
性
院
が
中
川
清
定
と
次
郎
兵
衛
の
両
名

に
石
風
呂
屋
敷
を
売
却
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
真
性
院
の
実
態
は
不
詳
だ
が
、
売
り
主
が

「
堂
頭
」を
称
し
て
い
る
の
で
禅
宗
の
寺
院
で
あ
る
。
石
風
呂
屋
敷
の
所
在
は「
祖
母
柳
之
町
」

（
現
在
の
京
都
市
中
京
区
姥
柳
町
）
で
、
こ
こ
を
東
西
に
貫
く
四
条
坊
門
小
路
（
現
在
の
蛸

薬
師
通
）
の
南
側
に
あ
っ
た
。
こ
の
土
地
の
本
所
は
北
野
社
で
、
毎
月
の
地
子
銭
と
巷
所
分

を
合
わ
せ
て
五
五
文
を
北
野
社
の
院
家
で
あ
る
松
梅
院
に
納
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
ま

た
、
祇
園
会
の
地
ノ
口
と
し
て
八
〇
文
の
負
担
も
あ
っ
た
。

　
翌
永
禄
九
年
の
【
８
】
に
よ
る
と
、「
よ
り
康
」
は
「
取
半
分
」
を
「
買
得
」
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
よ
り
康
」
と
は
、
発
給
者
で
あ
る
次
郎
兵
衛
の
諱
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
永
禄
八
年
に
次
郎
兵
衛
は
石
風
呂
屋
敷
の
半
分
を
入
手
し
た
が
、
翌
年
に
は
中
川
清

定
に
売
却
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
石
風
呂
屋
敷
は
中
川
清
定
が
一
括
で
所
有
す
る
こ

と
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
検
地
帳
の
小
字
と
【
３
】
に
み
え
る
地
名
は
一
切
合
致
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、【
３
】
に
み
え
る
地
名
は
黒
谷
や
若
王
子
な
ど
、浄
土
寺
村
外
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

し
か
も
、
甫
叔
が
禅
林
寺
に
朱
印
地
を
寄
進
す
る
と
い
う
の
も
不
可
解
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

寄
進
す
る
の
は
朱
印
地
全
体
の
四
三
石
で
は
な
く
、
末
尾
に
あ
る
よ
う
に
そ
の
う
ち
二
四
石

八
斗
八
升
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
矛
盾
を
解
消
し
な
け
れ
ば
、【
３
】
の
内
容
を
正
し

く
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
い
え
よ
う
。

　
【
３
】
の
前
半
部
分
を
合
計
し
た
「
常
住
替
ノ
地
分
」
の
一
五
石
七
斗
六
升
と
「
黒
谷
へ
出
、

風
呂
田
弐
段
分
」
の
二
石
三
斗
六
升
、
そ
し
て
「
常
住
寄
進
」
の
二
四
石
八
斗
八
升
を
合
計

す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
朱
印
高
の
四
三
石
に
な
る
。「
朱
印
之
内
」
か
ら
「
常
住
寄
進
」
さ
れ

る
分
は
、
浄
土
寺
村
の
土
地
に
相
違
あ
る
ま
い
。
そ
れ
以
外
の
分
は
、
浄
土
寺
村
の
土
地
の

「
替
ノ
地
」
な
の
で
村
外
の
地
名
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
【
３
】
に
「
常
住
替
ノ
地
」
と
い
う
私
的
な
側
面
と
、
朱
印
高
と
い
う
公
的
な
側
面
が
交

錯
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
次
の
よ
う
な
経
過
が
想
定
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
前
年

の
検
地
に
お
け
る
指
出
に
て
、
甫
叔
個
人
が
所
有
す
る
土
地
を
禅
林
寺
の
土
地
と
称
し
て
報

告
し
、
朱
印
高
と
し
て
認
め
て
も
ら
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
表
向
き
は
禅
林
寺
の
公
的

な
土
地
だ
が
、
実
質
は
甫
叔
個
人
の
土
地
で
あ
っ
た
た
め
、
検
地
で
確
定
し
た
土
地
の
う
ち

一
五
石
分
余
を
日
牌
や
月
牌
な
ど
の
供
養
料
な
ど
も
交
え
な
が
ら
個
人
の
財
産
と
交
換
し
た

う
え
で
、
禅
林
寺
に
寄
進
す
る
形
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
浄
土
寺
村
の
う
ち

禅
林
寺
に
寄
進
し
た
分
を
差
し
引
い
た
土
地
か
ら
の
年
貢
は
、
甫
叔
の
個
人
的
な
財
産
と
し

て
他
の
誰
か
が
相
続
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
【
３
】
は
、
表
立
っ
て
は
さ
も
整
然
と
し
た
姿
を
み
せ
る
太
閤
検
地
の
裏
側

で
、
寺
院
が
複
雑
な
対
応
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

三

　石
風
呂

　
常
住
寄
進
分
と
異
な
り
、
石
風
呂
寄
進
状
の
【
４
】
に
は
、
対
応
す
る
手
継
証
文
が
【
７
】
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【
８
】
で
は
、
新
た
に
「
風
呂
役
」
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
京
都
で
の

風
呂
に
対
す
る
公
事
は
、
文
明
六
年
（
一
四
七
四
）
に
畠
山
義
就
が
徴
収
し
た
「
風
呂
銭
」

を
確
認
で
き
る
が
、こ
れ
は
臨
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
）
（1
（

。
と
こ
ろ
が
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）

に
は
、
幕
臣
の
治
部
貞
兼
が
「
洛
中
洛
外
風
呂
公
事
役
」
を
「
当
知
行
」
し
て
い
る
の
で
、

恒
常
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
）
（1
（

。
よ
っ
て
、【
８
】
の
段
階
に
新
規
で
成
立
し
た
公
事
で
は

な
く
、
単
に
【
７
】
で
書
き
漏
ら
し
た
だ
け
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
天
正
三
年
の
【
９
】
に
て
、
石
風
呂
屋
敷
が
中
川
清
定
か
ら
甫
叔
の
手
に
渡
っ

た
こ
と
や
、
釜
の
数
が
四
か
ら
三
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ

ま
り
、【
９
】
の
存
在
に
よ
っ
て
、
天
正
一
一
年
に
甫
叔
が
石
風
呂
を
購
入
し
た
と
い
う

五
十
嵐
氏
の
説
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。【
史
料
３
】
か
ら
読
み
取
る
べ
き
は
、
本

能
寺
の
変
後
の
再
編
期
に
、豊
臣
秀
吉
の
も
と
で
京
都
支
配
に
携
わ
っ
た
前
田
玄
以
に
対
し
、

甫
叔
が
石
風
呂
屋
敷
の
安
堵
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
【
史
料
３
】
か
ら
は
、

中
川
清
定
の
屋
号
が
俵
屋
で
あ
る
こ
と
も
判
明
す
る
。

　
な
お
、
中
世
の
風
呂
と
い
え
ば
通
常
は
蒸
し
風
呂
を
意
味
す
る
が
、
川
勝
氏
は
甫
叔
が
所

持
す
る
石
風
呂
を
石
を
く
り
ぬ
い
て
作
っ
た
温
湯
浴
槽
と
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在

も
周
防
大
島
に
伝
わ
る
久
賀
の
石
風
呂
は
石
と
粘
土
で
作
ら
れ
た
蒸
し
風
呂
で
、
そ
れ
と
同

様
の
遺
構
が
戦
国
期
の
山
科
本
願
寺
で
も
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
）
11
（

、
甫
叔
が
所
持
す
る
石

風
呂
も
蒸
し
風
呂
と
み
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
点
は
、
姥
柳
町
か
ら
ほ
ど
近
い
下
京

区
童
侍
者
町
に
て
、
戦
国
期
の
寺
院
に
伴
う
蒸
し
風
呂
と
考
え
ら
れ
る
遺
構
が
出
土
し
て
い

る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
）
1（
（

。

四

　恵
雲
院
分

　
【
５
】
の
恵
雲
院
分
寄
進
状
で
は
、事
細
か
く
使
い
道
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
【
５
】

に
は
、
石
風
呂
屋
敷
と
同
じ
く
対
応
す
る
手
継
証
文
の
【
１
】
と
【
２
】
が
残
っ
て
い
る
。

　
【
１
】
に
よ
る
と
、
天
正
一
一
年
（
一
五
八
三
）
に
甫
叔
は
、「
恵
雲
院
旧
跡
開
田
地
」

の
下
作
職
を
買
得
し
て
い
る
。
恵
雲
院
は
も
と
も
と
南
禅
寺
の
塔
頭
で
あ
っ
た
が
、「
佳
山

勝
水
」
の
地
で
あ
っ
た
た
め
、
足
利
義
政
の
山
荘
候
補
地
と
な
り
、
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）

八
月
に
は
幕
臣
の
結
城
勘
解
由
左
衛
門
尉
が
当
地
を
視
察
し
て
い
る
）
11
（

。
次
い
で
一
〇
月
八

日
に
は
義
政
本
人
も
当
地
を
訪
れ
、「
東
山
御
山
荘
」
の
造
営
が
決
ま
っ
た
）
11
（

。
そ
れ
に
伴

い
、
恵
雲
院
は
相
国
寺
慶
雲
院
の
跡
に
移
転
さ
せ
ら
れ
て
い
る
）
11
（

。
そ
し
て
、
翌
文
正
元
年

（
一
四
六
六
）
に
義
政
は
、
山
荘
に
用
い
る
材
木
を
調
達
す
る
た
め
、
斎
藤
豊
基
・
松
田
数

秀
ら
を
美
濃
に
遣
し
て
い
る
）
11
（

。

　
そ
れ
以
後
の
進
捗
状
況
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、【
１
】
に
て
「
恵
雲
院
旧
跡
」
の
名
称

で
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
山
荘
が
完
成
に
至
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

原
因
は
、
直
後
の
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
に
勃
発
す
る
応
仁
の
乱
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
よ

く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
義
政
は
乱
の
の
ち
に
計
画
地
を
変
更
し
て
新
た
な
東
山
山
荘
（
慈

照
寺
）
の
造
営
を
始
め
る
。
そ
し
て
、
恵
雲
院
自
体
も
延
徳
元
年
（
一
四
八
九
）
ま
で
に
退

転
し
て
い
る
模
様
な
の
で
）
11
（

、
宙
に
浮
い
た
恵
雲
院
の
跡
地
は
相
国
寺
の
管
理
下
に
置
か
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、【
１
】
に
て
「
恵
雲
院
旧
跡
」
の
本
所
が
相
国
寺
の
塔
頭
と 

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
経
過
を
踏
ま
え
る
と
、【
１
】
は
幻
の
東
山
山
荘
の
所
在
を
示
す
史
料
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
恵
雲
院
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
川
上
貢
氏
が
南
禅
寺
の
「
山
内
」
あ
る
い
は 

「
境
域
内
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
詳
細
で
は
な
か
っ
た
の
で
）
11
（

、
以
下
で
は
【
１
】
の
四
至
に

つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
東
側
は
、
若
王
子
（
熊
野
若
王
子
神
社
）
の
藪
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
南
側
は
、 

「
同
川
」
つ
ま
り
若
王
子
神
社
が
所
在
す
る
谷
筋
か
ら
流
れ
出
る
若
王
子
川
で
あ
っ
た
。
当

時
の
流
路
は
不
明
だ
が
、
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
頃
の
様
子
を
示
す
【
図
】
の
南
禅
寺

村
地
籍
図
に
よ
れ
ば
、
若
王
子
川
は
冷
泉
通
に
沿
っ
て
西
に
伸
び
て
い
る
。
近
世
の
事
例
で

は
あ
る
が
、「
禅
林
寺
正
選
歴
代
記
」
の
甫
叔
の
項
に
「
北
ノ
坊
ノ
田
畑
当
代
ニ
寄
―二
附
ス
恵
雲

院
ノ
廃
地
ヲ一
」
と
み
え
る
よ
う
に
）
11
（

、
恵
雲
院
の
跡
地
は
南
禅
寺
村
の
う
ち
小
字
北
之
坊
（
京

都
市
左
京
区
南
禅
寺
北
ノ
坊
町
）
に
該
当
す
る
と
伝
わ
っ
て
い
た
。
北
之
坊
の
南
端
が
若
王
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る
部
分
は
、東
側
が
鹿
ヶ
谷
村
の
う
ち
若
王
子
に
接
し
て
お
り
四
至
と
合
致
す
る
。
よ
っ
て
、

鹿
ヶ
谷
通
と
冷
泉
通
の
交
差
点
北
東
一
帯
に
恵
雲
院
の
所
在
を
絞
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

恵
雲
院
は
南
禅
寺
の
塔
頭
な
の
で
、
南
禅
寺
山
内
と
称
し
て
も
必
ず
し
も
誤
り
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
所
在
は
南
禅
寺
か
ら
北
に
五
〇
〇
ｍ
も
離
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
両
者
の
間

は
禅
林
寺
で
遮
ら
れ
て
お
り
、
飛
び
地

の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
。「
山
内
」
や 

「
境
域
内
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
こ

の
よ
う
な
立
地
は
想
定
す
る
こ
と
が
で

き
ま
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
所
在
を
特
定
す
る
こ

と
で
、
東
山
山
荘
に
つ
い
て
次
の
三
点

が
新
た
に
指
摘
し
う
る
。

　
ま
ず
一
つ
は
、
義
政
に
よ
る
恵
雲
院

視
察
の
際
の
行
動
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
の
と
き
義
政
は
、
恵
雲
院
に
赴
い
た

直
後
に
若
王
子
に
て
宴
を
催
し
た
。
そ

れ
と
同
じ
頃
に
、
相
国
寺
雲
頂
院
の
万

里
集
九
が
「
会
南
禅
之
恵
雲
、
看
若
王

寺（
子
）之

花
」
と
記
す
よ
う
に
）
11
（

、
恵
雲
院
に

集
い
若
王
子
を
観
覧
す
る
の
は
定
番
の

コ
ー
ス
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
恵
雲
院

が
東
山
山
荘
の
候
補
と
な
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
ま
た
、
視
察
当
日
の
義
政
は
、

隣
地
で
少
し
高
台
の
若
王
子
か
ら
恵
雲

院
を
眺
め
る
こ
と
も
目
的
と
し
て
い
た

可
能
性
が
あ
る
。

【図】南禅寺村地籍図
京都府立京都学・歴彩館蔵官有地籍図055、同館 京の記憶アーカイブから引用。鹿ヶ谷村領を流
れる若王子川などを加筆した。

子
川
な
の
で
、
恵
雲
院
の
跡
地
も
自
ず
と
北
之
坊
の
南
端
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

な
関
係
か
ら
、
若
王
子
川
の
流
路
は
お
そ
ら
く
中
世
か
ら
大
き
く
は
変
更
し
て
い
な
い
と
思

わ
れ
る
。

　
四
至
の
う
ち
北
と
西
に
つ
い
て
は
不
詳
だ
が
、
北
之
坊
の
う
ち
南
側
が
若
王
子
川
に
接
す
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る
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。
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。
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禅
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の
で
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も
必
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誤
り
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は
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所
在
は
南
禅
寺
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五
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い
る
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は
禅
林
寺
で
遮
ら
れ
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お
り
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飛
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地

の
よ
う
な
状
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に
あ
る
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「
境
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内
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
こ

の
よ
う
な
立
地
は
想
定
す
る
こ
と
が
で

き
ま
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
所
在
を
特
定
す
る
こ

と
で
、
東
山
山
荘
に
つ
い
て
次
の
三
点

が
新
た
に
指
摘
し
う
る
。

　
ま
ず
一
つ
は
、
義
政
に
よ
る
恵
雲
院

視
察
の
際
の
行
動
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
の
と
き
義
政
は
、
恵
雲
院
に
赴
い
た

直
後
に
若
王
子
に
て
宴
を
催
し
た
。
そ

れ
と
同
じ
頃
に
、
相
国
寺
雲
頂
院
の
万

里
集
九
が
「
会
南
禅
之
恵
雲
、
看
若
王

寺（
子
）之

花
」
と
記
す
よ
う
に
）
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（

、
恵
雲
院
に

集
い
若
王
子
を
観
覧
す
る
の
は
定
番
の

コ
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ス
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
恵
雲
院

が
東
山
山
荘
の
候
補
と
な
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
ま
た
、
視
察
当
日
の
義
政
は
、

隣
地
で
少
し
高
台
の
若
王
子
か
ら
恵
雲

院
を
眺
め
る
こ
と
も
目
的
と
し
て
い
た

可
能
性
が
あ
る
。

【図】南禅寺村地籍図
京都府立京都学・歴彩館蔵官有地籍図055、同館 京の記憶アーカイブから引用。鹿ヶ谷村領を流
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子
川
な
の
で
、
恵
雲
院
の
跡
地
も
自
ず
と
北
之
坊
の
南
端
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

な
関
係
か
ら
、
若
王
子
川
の
流
路
は
お
そ
ら
く
中
世
か
ら
大
き
く
は
変
更
し
て
い
な
い
と
思

わ
れ
る
。

　
四
至
の
う
ち
北
と
西
に
つ
い
て
は
不
詳
だ
が
、
北
之
坊
の
う
ち
南
側
が
若
王
子
川
に
接
す
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二
つ
め
に
、恵
雲
院
が
山
荘
の
地
に
選
ば
れ
た
理
由
を
よ
り
明
確
化
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

庭
園
へ
引
水
す
る
水
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
理
由
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
知
ら
れ
る
も
の

の
）
11
（

、
そ
の
水
流
を
若
王
子
川
に
特
定
で
き
る
。

　
そ
し
て
三
つ
め
は
、
山
荘
の
計
画
が
二
度
に
わ
た
っ
た
よ
う
に
、
義
政
が
東
山
裾
野
へ
の

山
荘
造
営
に
相
当
の
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
も
、
初

度
の
計
画
で
は
足
利
義
満
に
よ
る
北
山
山
荘
の
踏
襲
を
目
指
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
二
度

目
の
計
画
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
政
治
か
ら
の
逃
避
で
あ
っ
た
）
1（
（

。
そ
の
意
識
の
変
化
は
、
東

山
裾
野
の
中
央
寄
り
か
ら
北
端
に
立
地
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
初
度

の
計
画
地
に
あ
た
る
南
禅
寺
周
辺
は
、
応
仁
元
年
九
月
に
乱
で
焼
亡
し
た
）
11
（

。
恵
雲
院
の
跡
地

が
荒
廃
し
た
か
否
か
は
不
明
だ
が
、
乱
に
巻
き
込
ま
れ
る
よ
う
な
場
を
避
け
て
計
画
地
を
変

更
し
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
な
お
、【
２
】
の
禅
林
院
も
、
南
禅
寺
の
塔
頭
と
し
て
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
ま
で
は

存
在
が
確
認
で
き
る
）
11
（

。
こ
ち
ら
は
天
正
一
一
年
段
階
に
は
す
で
に
禅
林
寺
の
所
有
と
な
っ
て

お
り
、
請
地
と
し
て
下
作
さ
せ
て
い
た
が
地
子
銭
を
未
進
し
た
た
め
回
収
し
て
い
る
。
土
地

の
所
在
は
不
明
だ
が
、【
１
】
と
日
付
も
発
給
者
も
全
く
一
致
す
る
の
で
、
恵
雲
院
の
跡
地

に
隣
接
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
は
、【
３
】
の
な
か
に
禅
林
院
分
が
含
ま
れ
な
い

の
で
、【
５
】
の
恵
雲
院
分
の
な
か
に
禅
林
院
分
が
含
ま
れ
る
と
想
定
し
う
る
こ
と
か
ら
も

裏
付
け
ら
れ
よ
う
。

　
禅
林
寺
と
南
禅
寺
・
若
王
子
は
隣
接
し
て
い
る
う
え
、
右
の
よ
う
に
支
配
関
係
も
錯
綜
す

る
た
め
、境
界
争
い
が
頻
繁
に
起
こ
っ
て
い
た
）
11
（

。
そ
の
点
に
、【
１
】
と
【
２
】
が
【
史
料
３
】

と
も
日
付
が
近
接
す
る
こ
と
を
加
味
す
る
な
ら
ば
、
本
能
寺
の
変
後
の
再
編
期
に
甫
叔
は
財

産
の
保
護
を
図
っ
て
、
そ
れ
ら
の
整
理
を
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。

五

　常
住
寄
進
衣
類
等

　
【
６
】
は
衣
類
や
什
物
の
寄
進
状
で
あ
る
。

【
史
料
４
）
11
（

】
着
香
衣
可
令
参
　
内
給
、
者
依
　
天
気
執
達
如
件
、

　
　
天
正
十
四
年
七
月
十
九
日
　
　
　
左（
中
御
門
宣
光
）

少
弁
（
花
押
）

　
　
　
禅
林
寺
俊（
果
空
）式

上
人
上
房

　
【
６
】
で
譲
ら
れ
た
「
香
之
道
具
衣
」
は
、
二
ヶ
月
後
に
あ
た
る
【
史
料
４
】
の
正
親
町

天
皇
綸
旨
で
、
甫
叔
の
座
を
継
承
し
た
果
空
俊
式
に
着
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
「
甫
叔
上
人
祠
堂
之
書
物
」
が
、
禅
林
寺
文
書
を
補
完
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
明
示
で

き
た
か
と
思
う
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
太
閤
検
地
の
裏
側
に
お
け
る
寺
院
の
動
向
や
京
都
に

お
け
る
石
風
呂
の
実
態
、
そ
し
て
幻
の
東
山
山
荘
の
所
在
な
ど
、
禅
林
寺
以
外
の
諸
側
面
に

お
い
て
も
新
た
な
事
実
が
含
ま
れ
て
い
た
。
雑
駁
か
つ
不
十
分
な
紹
介
に
終
わ
っ
た
が
、
本

稿
が
契
機
と
な
っ
て
、「
甫
叔
上
人
祠
堂
之
書
物
」
に
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
望

外
の
喜
び
で
あ
る
。
ま
た
、本
稿
で
み
た
諸
施
設
の
遺
構
は
未
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

将
来
の
発
掘
調
査
に
も
期
待
し
た
い
。

註（
1
） 

拙
著
『
戦
国
期
細
川
権
力
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）。

（
2
） 

拙
稿
「
伏
見
の
津
田
家
と
そ
の
一
族
」（『
大
阪
大
谷
大
学
歴
史
文
化
研
究
』
第
一
八
号
、

二
〇
一
八
年
）。

（
3
） 

拙
稿
「
柳
本
甚
次
郎
と
配
下
の
動
向
」（『
大
阪
大
谷
大
学
歴
史
文
化
研
究
』
第
一
九
号
、

二
〇
一
九
年
）。

（
4
） 『
名
古
屋
市
博
物
館
館
蔵
品
目
録
』
第
三
分
冊
文
献
編
（
名
古
屋
市
博
物
館
、
一
九
九
四
年
）

五
〇
七
―
三
号
。
佐
藤
峻
吉
氏
に
つ
い
て
は
、
末
柄
豊
・
藤
原
重
雄
「
名
古
屋
市
博
物
館
所
蔵
史
料

の
調
査
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
第
五
一
号
、
二
〇
一
六
年
）。
な
お
、「
甫
叔
上
人
祠
堂
之

書
物
」
の
見
返
し
に
捺
さ
れ
た
蔵
書
印
の
「
帋
魚
庵
」
と
い
う
雅
号
は
、
佐
藤
峻
吉
氏
の
も
の
で
あ
る
。
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（
5
） 

川
勝
政
太
郎
「
石
風
呂
雑
考
」（『
史
迹
と
美
術
』
第
二
九
六
号
、
一
九
五
九
年
）。

（
6
） 『
浄
土
宗
西
山
派
三
本
山
誓
願
寺
光
明
寺
禅
林
寺
古
文
書
目
録
』（
京
都
府
教
育
委
員
会
、

一
九
七
八
年
）。
宇
高
良
哲
・
福
田
行
慈
・
中
野
正
明
編
『
京
都
永
観
堂
禅
林
寺
文
書
』（
文
化
書
院
、

一
九
九
二
年
）。

（
7
） 

五
十
嵐
隆
明
『
京
都
永
観
堂
禅
林
寺
史
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
八
年
）。『
京
都
・
永
観
堂
禅
林
寺
の

名
宝
』（「
京
都
・
永
観
堂
禅
林
寺
の
名
宝
」
展
図
録
作
成
委
員
会
、
一
九
九
六
年
）。

（
8
） 

川
勝
氏
は
一
二
通
と
す
る
が
、
数
え
間
違
い
で
あ
る
。

（
9
） 『
京
都
永
観
堂
禅
林
寺
文
書
』
二
三
号
。

（
10
） 『
京
都
永
観
堂
禅
林
寺
文
書
』
三
五
号
。

（
11
） 「
禅
林
寺
正
選
歴
代
記
　
全
」（『
西
山
禅
林
学
報
』
第
一
八
号
、
一
九
八
五
年
）。

（
12
） 

下
村
信
博
「
天
正
一
三
年
山
城
国
検
地
と
検
地
帳
」（『
織
豊
期
研
究
』
第
三
号
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
13
） 『
京
都
永
観
堂
禅
林
寺
文
書
』
三
四
号
。

（
14
） 『
京
都
永
観
堂
禅
林
寺
文
書
』
四
五
号
。

（
15
） 

禅
林
寺
文
書
（『
大
日
本
史
料
』
天
正
一
三
年
一
一
月
二
一
日
条
）。

（
16
） 『
京
都
永
観
堂
禅
林
寺
文
書
』
五
四
号
・
五
八
号
・
六
四
号
・
一
五
八
号
。

（
17
） 『
京
都
永
観
堂
禅
林
寺
文
書
』
三
一
号
。

（
18
） 「
東
寺
執
行
日
記
」
文
明
六
年
三
月
二
九
日
条
（『
大
日
本
史
料
』
同
日
条
）。

（
19
） 『
大
館
常
興
日
記
』
天
文
九
年
七
月
九
日
条
。

（
20
） 

柏
田
有
香
・
馬
瀬
智
光
「
山
科
本
願
寺
跡
」（『
京
都
市
内
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』
平
成
二
四
年
度
、

京
都
市
文
化
市
民
局
、
二
〇
一
三
年
）。

（
21
） 

柏
田
有
香
『
平
安
京
左
京
五
条
三
坊
十
町
跡
・
烏
丸
綾
小
路
遺
跡
』
公
益
財
団
法
人
京
都
市
埋
蔵

文
化
財
研
究
所
、
二
〇
一
五
年
。

（
22
） 『
蔭
凉
軒
日
録
』
寛
正
六
年
八
月
一
〇
日
条
。

（
23
） 『
蔭
凉
軒
日
録
』
寛
正
六
年
一
〇
月
八
日
条
・
九
日
条
・
一
六
日
条
。「
親
元
日
記
」
同
月
八
日
条 

（『
続
史
料
大
成
』
一
一
）。

（
24
） 『
蔭
凉
軒
日
録
』
寛
正
六
年
一
二
月
五
日
条
。

（
25
） 「
斎
藤
親
基
日
記
」
文
正
元
年
一
一
月
二
〇
日
条
（『
続
史
料
大
成
』
一
〇
）。

（
26
） 『
蔭
凉
軒
日
録
』
延
徳
元
年
一
〇
月
二
〇
日
条
。

（
27
） 

川
上
貢
「
義
政
の
御
所
」（
同
『
日
本
中
世
住
宅
の
研
究
〔
新
訂
〕』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二 

〇
〇
二
年
、
初
出
一
九
六
七
年
）。

（
28
） 

前
掲
註
（
11
）。

（
29
） 「
梅
花
無
尽
蔵
」（『
続
群
書
類
従
』
第
一
二
輯
下
、
七
九
一
頁
）。

（
30
） 『
蔭
凉
軒
日
録
』
文
正
元
年
七
月
一
〇
日
条
。
飛
田
範
夫
『
庭
園
の
中
世
史
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
六
年
）。

（
31
） 

黒
川
直
則
「
東
山
山
荘
の
造
営
と
そ
の
背
景
」（
日
本
史
研
究
会
史
料
研
究
部
会
編
『
中
世
の
権
力

と
民
衆
』
創
元
社
、
一
九
七
〇
年
）。

（
32
） 『
大
日
本
史
料
』
応
仁
元
年
九
月
一
八
日
条
。

（
33
） 『
大
館
常
興
日
記
』
天
文
九
年
三
月
二
四
日
条
。

（
34
） 『
御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
享
禄
元
年
閏
九
月
二
八
日
条
や
『
実
隆
公
記
』
享
禄
二
年
二
月
三
日
条
、

あ
る
い
は
『
南
禅
寺
文
書
』
三
一
八
号
な
ど
。

（
35
） 『
京
都
永
観
堂
禅
林
寺
文
書
』
三
六
号
。

〔
附
記
〕
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
名
古
屋
市
博
物
館
の
岡
村
弘
子
氏
、
公
益
財
団
法
人
京
都
市
埋
蔵

文
化
財
研
究
所
の
柏
田
有
香
氏
、
大
阪
大
谷
大
学
の
竹
本
晃
氏
に
は
、
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

末
筆
な
が
ら
、
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。
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（
5
） 
川
勝
政
太
郎
「
石
風
呂
雑
考
」（『
史
迹
と
美
術
』
第
二
九
六
号
、
一
九
五
九
年
）。

（
6
） 『
浄
土
宗
西
山
派
三
本
山
誓
願
寺
光
明
寺
禅
林
寺
古
文
書
目
録
』（
京
都
府
教
育
委
員
会
、

一
九
七
八
年
）。
宇
高
良
哲
・
福
田
行
慈
・
中
野
正
明
編
『
京
都
永
観
堂
禅
林
寺
文
書
』（
文
化
書
院
、

一
九
九
二
年
）。

（
7
） 

五
十
嵐
隆
明
『
京
都
永
観
堂
禅
林
寺
史
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
八
年
）。『
京
都
・
永
観
堂
禅
林
寺
の

名
宝
』（「
京
都
・
永
観
堂
禅
林
寺
の
名
宝
」
展
図
録
作
成
委
員
会
、
一
九
九
六
年
）。

（
8
） 

川
勝
氏
は
一
二
通
と
す
る
が
、
数
え
間
違
い
で
あ
る
。

（
9
） 『
京
都
永
観
堂
禅
林
寺
文
書
』
二
三
号
。

（
10
） 『
京
都
永
観
堂
禅
林
寺
文
書
』
三
五
号
。

（
11
） 「
禅
林
寺
正
選
歴
代
記
　
全
」（『
西
山
禅
林
学
報
』
第
一
八
号
、
一
九
八
五
年
）。

（
12
） 

下
村
信
博
「
天
正
一
三
年
山
城
国
検
地
と
検
地
帳
」（『
織
豊
期
研
究
』
第
三
号
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
13
） 『
京
都
永
観
堂
禅
林
寺
文
書
』
三
四
号
。

（
14
） 『
京
都
永
観
堂
禅
林
寺
文
書
』
四
五
号
。

（
15
） 

禅
林
寺
文
書
（『
大
日
本
史
料
』
天
正
一
三
年
一
一
月
二
一
日
条
）。

（
16
） 『
京
都
永
観
堂
禅
林
寺
文
書
』
五
四
号
・
五
八
号
・
六
四
号
・
一
五
八
号
。

（
17
） 『
京
都
永
観
堂
禅
林
寺
文
書
』
三
一
号
。

（
18
） 「
東
寺
執
行
日
記
」
文
明
六
年
三
月
二
九
日
条
（『
大
日
本
史
料
』
同
日
条
）。

（
19
） 『
大
館
常
興
日
記
』
天
文
九
年
七
月
九
日
条
。

（
20
） 

柏
田
有
香
・
馬
瀬
智
光
「
山
科
本
願
寺
跡
」（『
京
都
市
内
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』
平
成
二
四
年
度
、

京
都
市
文
化
市
民
局
、
二
〇
一
三
年
）。

（
21
） 

柏
田
有
香
『
平
安
京
左
京
五
条
三
坊
十
町
跡
・
烏
丸
綾
小
路
遺
跡
』
公
益
財
団
法
人
京
都
市
埋
蔵

文
化
財
研
究
所
、
二
〇
一
五
年
。

（
22
） 『
蔭
凉
軒
日
録
』
寛
正
六
年
八
月
一
〇
日
条
。

（
23
） 『
蔭
凉
軒
日
録
』
寛
正
六
年
一
〇
月
八
日
条
・
九
日
条
・
一
六
日
条
。「
親
元
日
記
」
同
月
八
日
条 

（『
続
史
料
大
成
』
一
一
）。

（
24
） 『
蔭
凉
軒
日
録
』
寛
正
六
年
一
二
月
五
日
条
。

（
25
） 「
斎
藤
親
基
日
記
」
文
正
元
年
一
一
月
二
〇
日
条
（『
続
史
料
大
成
』
一
〇
）。

（
26
） 『
蔭
凉
軒
日
録
』
延
徳
元
年
一
〇
月
二
〇
日
条
。

（
27
） 

川
上
貢
「
義
政
の
御
所
」（
同
『
日
本
中
世
住
宅
の
研
究
〔
新
訂
〕』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二 

〇
〇
二
年
、
初
出
一
九
六
七
年
）。

（
28
） 

前
掲
註
（
11
）。

（
29
） 「
梅
花
無
尽
蔵
」（『
続
群
書
類
従
』
第
一
二
輯
下
、
七
九
一
頁
）。

（
30
） 『
蔭
凉
軒
日
録
』
文
正
元
年
七
月
一
〇
日
条
。
飛
田
範
夫
『
庭
園
の
中
世
史
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
六
年
）。

（
31
） 

黒
川
直
則
「
東
山
山
荘
の
造
営
と
そ
の
背
景
」（
日
本
史
研
究
会
史
料
研
究
部
会
編
『
中
世
の
権
力

と
民
衆
』
創
元
社
、
一
九
七
〇
年
）。

（
32
） 『
大
日
本
史
料
』
応
仁
元
年
九
月
一
八
日
条
。

（
33
） 『
大
館
常
興
日
記
』
天
文
九
年
三
月
二
四
日
条
。

（
34
） 『
御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
享
禄
元
年
閏
九
月
二
八
日
条
や
『
実
隆
公
記
』
享
禄
二
年
二
月
三
日
条
、

あ
る
い
は
『
南
禅
寺
文
書
』
三
一
八
号
な
ど
。

（
35
） 『
京
都
永
観
堂
禅
林
寺
文
書
』
三
六
号
。

〔
附
記
〕
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
名
古
屋
市
博
物
館
の
岡
村
弘
子
氏
、
公
益
財
団
法
人
京
都
市
埋
蔵

文
化
財
研
究
所
の
柏
田
有
香
氏
、
大
阪
大
谷
大
学
の
竹
本
晃
氏
に
は
、
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

末
筆
な
が
ら
、
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。
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翻
刻

「（
表
紙
題
簽
）
甫
叔
上
人
祠
堂
之
書
物
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「（

見
返
し
印
文
）

帋
魚
庵
蔵
書
」

【
１
】

「（
端
裏
異
筆
）

一
　

　
『（
朱
書
）一』
天
正
十
一
年
十
一
月
」

永
代
売
渡
申
恵
雲
院
旧
跡
開
田
地
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
作
事

　
　
　
　
　
　
四
至
ハ
東
ハ
若
王
子
ノ
藪
ヲ
カ
キ
ル

　
　
合
壱
所
者
　
　
南
ハ
同
川
ヲ
カ
キ
ル
　
西
ハ
ト
イ
ヲ
カ
キ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
北
ハ
れ
う
徳
寺
ノ
ハ
ヽ
ヲ
カ
キ
ル
也

右
件
之
恵
雲
院
分
旧
跡
ハ
数
代
雖
為
請
地
、
依
有
要
用
、
現
米
拾
八
石
ニ
永
代
禅
林
寺
小
方

丈
納
所
方
へ
売
渡
申
所
実
正
也
、
但
本
役
方
相
国
寺
雲
頂
院
江
弐
石
八
斗
五
升
・
ヨ
シ
八
束

納
申
也
、
此
外
無
諸
公
事
、
若
於
此
旧
跡
違
乱
煩
出
来
候
者
、
売
主
・
請
人
罷
出
其
明
可
申

者
也
、
仍
下
作
売
券
証
文
如
件
、

　
　
天
正
拾
壱
癸未
年
霜
月
廿
四
日
　
　
　
　
　
　
　
宰
相
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五

請
人
田
中

郎
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
友
浄
（
花
押
）

【
２
】

「（
端
裏
異
筆
）

二
　

　
『（
朱
書
）二』

天
正
十
一
年
十
一
月
」

禅
林
院
旧
跡
預
り
申
藪
畠
之
下
作
請
地
之
事

　
　
合
藪
壱
所
并
畠
壱
所

右
件
之
藪
畠
之
事
者
、
先
師
代
々
雖
為
請
地
、
年
々
地
子
未
進
五
石
之
分
依
有
之
、
永
代
返

上
申
所
実
正
也
、
仍
上
状
証
文
如
件
、

　
　
天
正
拾
壱
癸未
年
霜
月
廿
四
日
　
　
　
　
　
　
　
宰
相
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五

請
人
田
中

郎
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
友
浄
（
花
押
）

【
３
】

「（
端
裏
異
筆
）
一
　
常
住
寄
進
分

　
　
　
　
　
　
　
　
天
正
十
四
年
五
月
」

　
壱
黒
谷
へ

石
五
斗
　
　
　
　
昔
ヨ
リ
川
ム
カ
イ

　
六
同

斗
　
　
　
　
　
　
同
大
田

　
七
同

斗
六
升
　
　
　
　
鉾
田

　
壱
同

石
弐
斗
　
　
　
　
風
池
ノ
内

呂
田
ノ
ワ
キ

　
　
以
上
四
石
六
升
　
黒
谷
へ
出

　
壱
石
参
斗
　
　
　
　
禅
昭
院
本
役
七
斗

　
壱
石
弐
斗
　
　
　
　
若
王
子
前
本
役
三
斗

　
壱
石
弐
斗
　
　
　
　
中
嶋

　
壱
石
　
　
　
　
　
　
永
信
弔
料
ニ
買
付

　
壱
石
　
　
　
　
　
　
宗
ウ
ヲ
ヤ

喜
田
地
売
替
ル

　
弐
石
四
斗
　
　
　
　
日
牌
弐
本

　
参
石
六
斗
　
　
　
　
月
牌
卅
本
ニ
テ
買
付

　
　
以
上
拾
壱
石
七
斗

　
　
両
以
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（（
智
空
甫
叔
）

花
押
）

　
拾
五
石
七
斗
六
升
　
常
住
替
ノ
地
分

　
弐
石
三
斗
六
升
　
　
黒
谷
へ
出
、
於
風
呂
田
弐
段
分

　
　
四
十
参
石
　
御
　
朱
印
之
内
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弐
拾
四
石
八
斗
八
升
　
常
住
寄
進

　
　
天
正
拾
四
年
五
月
廿
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甫
叔
（
花
押
）

【
４
】

「（
端
裏
異
筆
）

二
　
石
風
呂

　
『（
朱
書
）四』

　
　
天
正
十
四
年
五
月
」

祖
母
柳
之
町
石
風
呂
寄
進
申
候
、
是
者
一
円
仁
毎
年
興
隆
方
へ
申
定
候
、
但
難
去
寺
之
用
ニ

候
者
、
別
仁
被
遣
候
共
不
及
是
非
候
、

　
天
正
拾
四
年
五
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甫
叔
（
花
押
）

【
５
】

「（
端
裏
異
筆
）
三
　
恵
雲
院
分

　
『（
朱
書
）五』

　
　
　
天
正
十
四
年
五
月
」

恵
雲
院
分
寄
進
申
候
、

　
七
石
　
此
内
弐
石
、
毎
年
寿
慶
へ
可
被
渡
候
、
一
世
之
間
之
事
也
、

　
一
石
者
掃
除
祠
堂
へ

　
一
石
者
施
餓
鬼

　
一
石
者
山
口
殿
へ
年
々
礼

　
三
斗
日
起（
記
）付

納
者
桂
薫

　
三
斗
使
宗
賢

　
相
残
分
小
方
丈
住
持
私
之
使

　
　
天
正
拾
四
年
五
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
甫
叔
（
花
押
）

【
６
】

「（
端
裏
異
筆
）

四
　
常
住
寄
進
衣
類
等

　
『（
朱
書
）六』

　
　
　
　
　
　
天
正
十
四
年
五
月
」

　
　
寄
進
状
之
事

一
香
之
道
具
衣

一
桃
花
色
之
九
条

一
座
具

一
墨
絵
屏
風
一
双

一
荷
輿
二
ヶ

　
　
以
上
五
色

　
天
正
拾
四
年
五
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甫
叔
（
花
押
）

【
７
】

「（
端
裏
異
筆
）

永
禄
八
年
三
月
石
風
呂
之
書
付
」

　
永
代
売
渡
申
石
風
呂
同
屋
敷
之
事

　
　
壱
所
者
四
条
坊
門
祖
母
柳
之
町
南
頬
也
、
并
釜
大
小
四
ツ
在
之
、

右
件
石
風
呂
屋
敷
者
、
雖
為
買
得
、
依
有
要
用
、
直
銭
拾
貫
文
ニ
中
川
五（
清
定
）郎

左
衛
門
殿
并
次

郎
兵
衛
殿
御
両
所
へ
売
渡
申
処
実
正
也
、地
子
銭
者
北
野
松
梅
院
へ
毎
月
ニ
卅
文
宛
出
申
候
、

又
巷
所
分
廿
五
文
宛
出
申
候
、
祇
園
会
之
地
口
八
十
文
出
申
候
、
此
外
ハ
無
諸
公
事
、
本
券

者
紛
失
候
間
不
及
相
副
候
、
仍
為
後
日
状
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
性
院

　
　
永
禄
八
乙丑
年
三
月
廿
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
堂
頭
（
花
押
）

【
８
】

「（
端
裏
異
筆
）
永
禄
九
年
十
二
月
石
風
呂
ノ
書
付
」

　
永
代
売
渡
申
石
風
呂
同
屋
敷
之
事

　
　
在
所
ハ
四
条
坊
門
祖
母
柳
之
町
南
頬
な
り
、
并
釜
大
小
四
ツ
在
之
、

右
件
之
石
風
呂
屋
敷
ハ
、
依
有
要
用
、
直
銭
拾
貫
文
ニ
中
川
五（
清
定
）郎

左
衛
門
尉
殿
売
渡
申
処
実

正
也
、
地
子
銭
北
野
松
梅
院
へ
毎
月
晦
日
卅
文
、
又
巷
所
分
廿
五
文
毎
月
出
申
候
、
祇
園
会
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弐
拾
四
石
八
斗
八
升
　
常
住
寄
進

　
　
天
正
拾
四
年
五
月
廿
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甫
叔
（
花
押
）

【
４
】

「（
端
裏
異
筆
）
二
　
石
風
呂

　
『（
朱
書
）四』

　
　
天
正
十
四
年
五
月
」

祖
母
柳
之
町
石
風
呂
寄
進
申
候
、
是
者
一
円
仁
毎
年
興
隆
方
へ
申
定
候
、
但
難
去
寺
之
用
ニ

候
者
、
別
仁
被
遣
候
共
不
及
是
非
候
、

　
天
正
拾
四
年
五
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甫
叔
（
花
押
）

【
５
】

「（
端
裏
異
筆
）
三
　
恵
雲
院
分

　
『（
朱
書
）五』

　
　
　
天
正
十
四
年
五
月
」

恵
雲
院
分
寄
進
申
候
、

　
七
石
　
此
内
弐
石
、
毎
年
寿
慶
へ
可
被
渡
候
、
一
世
之
間
之
事
也
、

　
一
石
者
掃
除
祠
堂
へ

　
一
石
者
施
餓
鬼

　
一
石
者
山
口
殿
へ
年
々
礼

　
三
斗
日
起（
記
）付

納
者
桂
薫

　
三
斗
使
宗
賢

　
相
残
分
小
方
丈
住
持
私
之
使

　
　
天
正
拾
四
年
五
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
甫
叔
（
花
押
）

【
６
】

「（
端
裏
異
筆
）

四
　
常
住
寄
進
衣
類
等

　
『（
朱
書
）六』

　
　
　
　
　
　
天
正
十
四
年
五
月
」

　
　
寄
進
状
之
事

一
香
之
道
具
衣

一
桃
花
色
之
九
条

一
座
具

一
墨
絵
屏
風
一
双

一
荷
輿
二
ヶ

　
　
以
上
五
色

　
天
正
拾
四
年
五
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甫
叔
（
花
押
）

【
７
】

「（
端
裏
異
筆
）

永
禄
八
年
三
月
石
風
呂
之
書
付
」

　
永
代
売
渡
申
石
風
呂
同
屋
敷
之
事

　
　
壱
所
者
四
条
坊
門
祖
母
柳
之
町
南
頬
也
、
并
釜
大
小
四
ツ
在
之
、

右
件
石
風
呂
屋
敷
者
、
雖
為
買
得
、
依
有
要
用
、
直
銭
拾
貫
文
ニ
中
川
五（
清
定
）郎

左
衛
門
殿
并
次

郎
兵
衛
殿
御
両
所
へ
売
渡
申
処
実
正
也
、地
子
銭
者
北
野
松
梅
院
へ
毎
月
ニ
卅
文
宛
出
申
候
、

又
巷
所
分
廿
五
文
宛
出
申
候
、
祇
園
会
之
地
口
八
十
文
出
申
候
、
此
外
ハ
無
諸
公
事
、
本
券

者
紛
失
候
間
不
及
相
副
候
、
仍
為
後
日
状
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
性
院

　
　
永
禄
八
乙丑
年
三
月
廿
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
堂
頭
（
花
押
）

【
８
】

「（
端
裏
異
筆
）
永
禄
九
年
十
二
月
石
風
呂
ノ
書
付
」

　
永
代
売
渡
申
石
風
呂
同
屋
敷
之
事

　
　
在
所
ハ
四
条
坊
門
祖
母
柳
之
町
南
頬
な
り
、
并
釜
大
小
四
ツ
在
之
、

右
件
之
石
風
呂
屋
敷
ハ
、
依
有
要
用
、
直
銭
拾
貫
文
ニ
中
川
五（
清
定
）郎

左
衛
門
尉
殿
売
渡
申
処
実

正
也
、
地
子
銭
北
野
松
梅
院
へ
毎
月
晦
日
卅
文
、
又
巷
所
分
廿
五
文
毎
月
出
申
候
、
祇
園
会
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之
地
ノ
口
八
十
文
出
申
候
、
又
風
呂
役
二
文
毎
月
ニ
出
申
候
、
此
外
者
諸
公
事
物
一
粒
一
銭

無
之
候
、
よ
り
康
者
取
半
分
買
得
仕
候
、
其
時
之
支
証
引
失
申
候
間
、
已
後
出
申
候
共
、
法（
反
）

古
た
る
へ
く
候
、
今
よ
り
已
後
ハ
石
風
呂
丸
ニ
御
進
退
之
儀
候
間
、
不
可
有
別
儀
候
、
仍
為

後
日
売
券
状
如
件
、

　
　
　
永
禄
九
年
十
二
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
二

う
り
ぬ
し
郎
兵
衛
（
略
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
与

同
子

七
（
花
押
）

【
９
】

「
（
端
裏
異
筆
）
『
九

（
朱
書
）』

　
天
正
三
年
十
月
石
風
呂
之
書
付
甫
叔
代
」

永
代
売
渡
申石風
呂
同
屋
敷
之
事

　
在
所
者
四
条
坊
門
祖
母
柳
之
町
南
頬
也
、
釜
大
小
三
、
諸
役
銭
之
事
本
券
ニ
書
也

右
件
之
風
呂
屋
敷
者
、
依
有
要
用
銀
子
五
枚
ニ
永
代
甫永観
堂
司
堂
方

叔
様
へ
売
渡
申
物
也
、
則
本
券
二
通

相
副
進
之
候
、
仍
状
如
件
、

　
天
正
参
年
拾
月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五中川郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
定
（
花
押
）

【
10
】

「（
端
裏
異
筆
）

『
（
朱
書
）（
十
）□』

　
天
正
十
七
年
十
一
月
田
地
寄
進
状
」

岡
崎
之
内
被
成
御
寄
進
候
田
地
之
事

　
合
参
段
壱
畝
廿
三
分（
歩
）　

雖
上
田
候
、
下
田
之
分
相
究
、
参
石
六
斗
可
致
高
納
候
、

自
今
以
後
少
も
無
沙
汰
申
間
敷
候
、
我
等
も
当
寺
之
組
方
脈
之
儀
ニ
候
間
、
永
々
御
馳
走
可

申
候
、
於
此
田
地
違
乱
申
者
出
来
候
者
、
追
而
可
申
分
候
、
心
底
ニ
如
在
申
候
者
、
今
生
ニ

テ
ハ
神
罰
・
天
罰
、
後
生
ニ
テ
ハ
阿
鼻
無
間
ニ
可
墜
候
者
也
、
仍
状
如
件
、

　
　
天
正
拾
七
年
十
一
月
吉
日
　
　
　
　
　
　
　
　
良

林
忠
右
衛
門
尉信
（
花
押
）

　
永
観
堂
御
納
所

　
　
　
　
　
　
　
参

【
11
】

「（
端
裏
異
筆
）

　
　
］年
四
月
常
燈
料
預
り
状
」

　（
正
保
二
）
　
　
　
　
　
銀
子

　
　
　
預
り
申
状
之
事

　
　
　
　
　
　

�

一
合
三
百
目
者
　
　
丁
銀
也

右
之
銀
三
百
目
者
東
山
禅
林
寺
見
帰
御
本
尊
定
灯
料
也
、
右
銀
借預
用り
申
事
実
正
也
、
何
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

�

成
共
御
用
次
第
返
弁
可
申
候
、
為
其
後
日
之
状
如
件
、

　
　
　
正
保
二
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
借
主
浄
久

　
　
　
　
卯
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茶
町
頭

椀
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舎
同

弟

　
　
禅
東
山

林
寺
方
丈
様

　
　
　
同
御
役
者
中

右
銀
子
三
百
目
借
用
申
事
実
正
明
白
也
、
則
百
目
ニ
付
壱
ヶ
月
ニ
八
分
宛
、
今
月
ニ
二
匁

四
分
ツ
ヽ
加
利
足
元
利
共
ニ
何
時
成
御
用
次
第
返
弁
可
申
候
、
為
其
後
日
状
如
件
、

　
　
　
正
保
二
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
借
主
浄
久

　
　
　
　
卯
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
頭
茶
椀
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
舎
弟

　
　
禅
東
山

林
寺
方
丈
様

　
　
　
同
御
役
者
中
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【
12
】

「（
端
裏
異
筆
）

　
］和
三
年
二
月
常
燈
ノ
書
付
竜
道
代
」

　（
元
）

当
寺
本
尊
御
宝
前
為
常
灯
料
、
半
金
壱
枚
中
井
大（
正
清
）和

守
内
義
為
二
世
安
穏
、
寄
進
之
、
末
代

断
絶
無
之
様
ニ
代
々
之
住
持
可
有
相
続
者
也
、
仍
如
件
、

　
元
和
三
丁
巳
暦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禅
林
寺

　
　
二
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
龍（
行
空
）道

（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伝
磋
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
快
雲
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寿
全
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
因
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頓
與
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寿
慶
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
快
役
者

南
（
花
押
）

【
13
】

「（
端
裏
異
筆
）

寛
永
十
三
年
三
月
田
地
預
り
状
」

　
　
　
預
田
地
申
候
状
之
事

一
五
条
だ
い
処
ハ
東
洞
院
於
東
甫
ニ
当
寺
祠
堂
之
田
地
ニ
而
御
座
候
、
善
徳
寺
江
預
り
申
屋

敷
之
内
入
申
候
、
但
ミ
せ
十
八
分
在
之
、
毎
年
之年貢
八
木
六
斗
三
升
計
り
可
申
候
、
此
田

地
三
年
ニ
一
度
ツ
ヽ
者
壱
斗
増
ニ
計
申
定
ニ
而
御
座
候
、
若
従
御
公
儀
寺
之
地
子
屋
敷
於

被
成
御
免
許
者
、為
替
之
地
右
之
地
分
壱
町
半
下
ニ
高
田
分
と
申
田
地
替
ニ
進
上
可
申
候
、

只
此
地
下
作
江
毎
年
ニ
七
斗
ツ
ヽ
ニ
当
作
セ
申
地
也
、
仍
為
後
日
請
文
一
筆
如
件
、

　
　
寛
永
拾
参
丙
子
暦

　
　
　
　
　
　
　
三
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
義

善
徳
寺

文
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伝

等
善
寺

　加
判元

（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宣
光
（
花
押
）

　
禅
林
寺
常
住

　
　
　
　
　
　
納
所

　
　
　
　
　
　
　
　
参
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【
12
】

「（
端
裏
異
筆
）

　
］和
三
年
二
月
常
燈
ノ
書
付
竜
道
代
」

　（
元
）

当
寺
本
尊
御
宝
前
為
常
灯
料
、
半
金
壱
枚
中
井
大（
正
清
）和

守
内
義
為
二
世
安
穏
、
寄
進
之
、
末
代

断
絶
無
之
様
ニ
代
々
之
住
持
可
有
相
続
者
也
、
仍
如
件
、

　
元
和
三
丁
巳
暦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禅
林
寺

　
　
二
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
龍（
行
空
）道

（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伝
磋
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
快
雲
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寿
全
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
因
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頓
與
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寿
慶
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
快
役
者

南
（
花
押
）

【
13
】

「（
端
裏
異
筆
）

寛
永
十
三
年
三
月
田
地
預
り
状
」

　
　
　
預
田
地
申
候
状
之
事

一
五
条
だ
い
処
ハ
東
洞
院
於
東
甫
ニ
当
寺
祠
堂
之
田
地
ニ
而
御
座
候
、
善
徳
寺
江
預
り
申
屋

敷
之
内
入
申
候
、
但
ミ
せ
十
八
分
在
之
、
毎
年
之年貢
八
木
六
斗
三
升
計
り
可
申
候
、
此
田

地
三
年
ニ
一
度
ツ
ヽ
者
壱
斗
増
ニ
計
申
定
ニ
而
御
座
候
、
若
従
御
公
儀
寺
之
地
子
屋
敷
於

被
成
御
免
許
者
、為
替
之
地
右
之
地
分
壱
町
半
下
ニ
高
田
分
と
申
田
地
替
ニ
進
上
可
申
候
、

只
此
地
下
作
江
毎
年
ニ
七
斗
ツ
ヽ
ニ
当
作
セ
申
地
也
、
仍
為
後
日
請
文
一
筆
如
件
、

　
　
寛
永
拾
参
丙
子
暦

　
　
　
　
　
　
　
三
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
義

善
徳
寺

文
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伝

等
善
寺
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【１】永代売渡申恵雲院旧跡開田地之事・下作事（名古屋市博物館所蔵）

【５】恵雲院分寄進状（名古屋市博物館所蔵）
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歴史文化学会

（1）会　　　則
（名　称）
第１条　本会は、大阪大谷大学歴史文化学会と称し、その事務局を大阪大谷大学歴史文化学科共同研究室
内（〒584−8540　大阪府富田林市錦織北3−11−1）に置く。

（目　的）
第２条　本会は、会員の歴史文化学に関する研究の促進と会員相互の親睦をはかることを目的とする。
（事　業）
第３条　本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
　（1）研究発表会・公開講演会の開催　（2）機関誌の発行　（3）その他必要と認められる事業
（会　員）
第４条　本会の会員は、本学歴史文化学科の専任教員、職員、学生、卒業生、ならびにこれに準じる者で、
本会の趣旨に賛同する者とする。

（役　員）
第５条　本会に次の役員をおき、会の運営にあたる。
　（1）会　　長　（１　名）歴史文化学科長をもってこれにあてる。
　（2）幹　　事　（若干名）歴史文化学科専任教員のなかから選任する。
　（3）学生委員　（若干名）歴史文化学科の学生のなかから選任する。
　２　会長は本会を代表するとともに、本会の運営を監督する。
　３　幹事および学生委員は、会長を補佐し、本会運営の実務を担当する。
　４　役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。
（機関誌）
第６条　本会は機関誌発行のため、次の要領で編集委員会を組織し運営する。
　（1）編集委員会は歴史文化学科に所属する教職員より選出された委員若干名をもって組織する。
　（2）編集委員のうち１名を代表委員とする。
　（3）編集委員の幹事兼任は妨げない。
　（4）編集委員の任期は１年とする。ただし再任を妨げない。
　（5）編集委員会は、機関誌発行前に委員会を開き、掲載その他について審査するとともに、発行まで
の実務を担当する。

（会　計）
第７条　本会の会計は、会員より徴収する会費により運営する。
　２　会員は年額2,500円の会費を納入するものとする。
　３　本会の会計年度は毎年４月１日から翌年３月31日までとする。
（総　会）
第８条　本会は１年に１度総会を開催する。
　２　本会は必要に応じて臨時に総会を開催することがある。
（会則の変更）
第９条　本会則の変更は、総会において出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。
　　付　　則
本会則は、平成12年４月１日から施行する。
本会則は、平成18年４月１日から改正施行する。
本会則は、平成22年４月１日から改正施行する。
本会則は、平成26年４月１日から改正施行する。
（2）機関誌刊行
機関誌　「大阪大谷大学歴史文化研究」を毎年刊行する。
　　　　「大谷女子大学文化財研究」創刊号（2001年３月）～第６号（2006年３月）
　　　　「大阪大谷大学文化財研究」（誌名変更）第７号（2007年３月）～第14号（2014年３月）
　　　　「大阪大谷大学歴史文化研究」（誌名変更）第15号（2015年３月）～
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